
第三者損害の補償事務取扱要領細則 

 

（昭和53年３月31日局長決） 

（最近改定 令和４年１月１７日工務課長決） 

 

この細則は「工事の施工に伴い避けることのできない事由による第三者損害の補償事務取扱要領」のうち、第3条及び第

２条について、事務取扱の実施細目を定めるものとする。 

 

１ 沿道家屋等施設の事前調査要領（第３条関係） 

２ 井戸水枯渇等に係る補償事務取扱要領（第２条関係） 

 

附 則 

この細則は、令和４年２月１日から実施する。 

 


